
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

『いつまでも安心して自分らしく暮らせるまち 日野』を目指して 

 

 この度、関係各位のご協力を得て、令和３年度から令

和５年度を計画期間とする「第４期日野市高齢者福祉総

合計画」を策定いたしました。 

 この計画は高齢者福祉施策を総合的に推進することを

目的とし、「第８期介護保険事業計画」を含むものであり

ます。 

 計画の策定にあたっては、少子高齢化の進展、気候変

動の影響によると思われる台風等の災害リスクの増加、

さらには新型コロナウイルス感染症感染拡大等の状況を

踏まえつつ、これからの本市の高齢者福祉はどうあるべ

きか、何をしていかなければならないかという視点を取り入れております。 

そこで、本市の目指す姿を「いつまでも安心して自分らしく暮らせるまち 日野」

と定め、その実現のために以下の６つの目標を定めました。 

１．複合的な課題に対応できる地域包括ケアシステムの構築 

２．介護を支える担い手の確保と介護保険事業サービスの充実 

３．医療と介護との有機的なネットワークの構築 

４．認知症や軽度認知障害（MCI）の当事者とその家族を支える仕組みの充実 

５．高齢者が尊厳を保持し、健康で自立した生活を営むための支援の充実 

６．高齢者の安心・安全の確保 

本市においても、令和 22 年には、市民の方の 3 人に 1 人が 65 歳以上、5 人に 1

人が 75 歳以上の方となると予測されています。そのような時代になっても、市民、

専門機関、事業者等の皆さまの諸力融合により、高齢者の皆さまが「いつまでも安心

して自分らしく暮らせるまち」であるように、皆さまのより一層のご理解ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、幾度にもわたりご検討をいただいた介護保険運営

協議会委員の皆さま、本計画の策定のためのアンケートにご協力くださった高齢者や

ご家族の皆さま、並びに市内事業所の皆さま、さらにはパブリックコメントにご意見

をお寄せいただいた皆さまに、心より感謝し、厚く御礼申し上げます。 

 

 

 令和 3 年（2021 年）3 月 

                         日 野 市 長  大 坪 冬 彦 
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第１章  計画の策定にあたって  

１．策定の趣旨  

（１）計画策定の目的                                        

この計画は、日野市の高齢者福祉施策の基本的な考え方を示し、併せて施策実現の

ために策定するものです。 

本計画の計画期間は、令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）と

なります。今後、さらに急速に進展する高齢化社会を踏まえ、団塊世代が後期高齢者

の仲間入りをする令和７年度（2025 年度）、更には、団塊ジュニア世代が高齢者と

なる令和 22 年度（2040 年度）を見据えた計画推進を目的とします。 

 

（２）策定の背景                                      

少子高齢化や、要介護高齢者及び高齢者のみの世帯の増加が急速に進行する中、限

られた財源を生かし、高齢者が安心して生活できるまちを実現するためには、高齢者

施策を計画的に推進することが不可欠です。 

高齢者が安心して居住できるようにするためには、だれもが地域の中の課題等を自

分たちのものととらえ、自分たちの課題として考えることができる地域共生社会の実

現が必要です。そのため、平成 29 年（2017 年）６月には「地域包括ケアシステム

の強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し、自立支援・重度化防

止に向けた保険者機能の強化等の取り組み、医療・介護の連携等、地域共生社会の実

現に向けた取り組みなどが推進されることになりました。   

これを踏まえ、平成 30 年度（2018 年度）からの『第７期介護保険事業計画』で

は、地域包括ケアの深化のための方向性の継承および在宅医療と介護との連携等の取

り組みを本格化しながら、高齢者福祉・保健施策、高齢者の住宅政策を統合的に定め

る『第３期日野市高齢者福祉総合計画』を策定しました。 

その後、さらなる高齢化の進展に加えて、令和元年（2019 年）６月には、「認知

症施策推進大綱」が制定されました。令和 2 年（2020 年）には「地域共生社会の実

現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、地域住民の複雑化・複合

化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援などが位置づけ

られました。さらに、地震や台風災害などの従来からの災害に加えて、大規模な感染

症の発生により、介護サービスの利用控えによる身体機能の低下等の問題にもあわせ

て対応できるよう、本計画の策定を行います。 

 

 



4 

 

２．計画の位置づけ  

  （１）法的根拠                                            

この計画では、個々の施策は、それぞれの法的根拠に基づき策定します。 

    １）介護保険事業計画  

根拠法令 介護保険法 第 117 条 第 1 項 

策定事項 ア 日常生活圏域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型

特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごと

の量の見込み 

イ 各年度における地域支援事業の量の見込み 

ウ 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となる

ことの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等

に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項 

エ その他、次の項目を定めるよう努める 

① 介護給付等対象サービスの見込量の確保のための方策 

② 地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のた

めの方策 

③ 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の

額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の

水準に関する中長期的な推計 

④ 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居

宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の

介護給付等対象サービス（介護給付に係るものに限る。）の円滑な提供

を図るための事業に関する事項 

⑤ 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事

業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する

事業その他の介護給付等対象サービス（予防給付に係るものに限る。）

の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関す

る事項 

⑥ 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関す

る事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その

他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に

関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援

のため必要な事項 
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２）老人福祉計画   

根拠法令 老人福祉法 第 20 条の 8 第 1 項 

策定事項 ア 確保すべき老人福祉事業（※）の量の目標 

イ 老人福祉事業の量の確保のための方策 

ウ その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項 

             ※老人福祉事業：老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業 

 

３）高齢者居住安定確保計画  

根拠法令 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第 3条 第１項 

高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針 

策定事項 ア 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標 

イ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項 

ウ 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 

エ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項 

オ 高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設の整備の促進に関する事項 

カ 高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項 

キ その他高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項 

 

４）その他  

対象施策 高齢者に関わる社会参加、就労、防災、福祉のまちづくり等 
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（２）他計画等との関係                                        

この計画は、高齢者福祉総合計画と関連する以下の各種計画において定められた市

政の方向性や事業との整合を図っています。 

 

図 1 他計画との関係 
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３．計画の期間  

介護保険法第 117 条第１項において、介護保険事業計画は３年を１期とするよう

規定されていることから、本計画の計画期間は、令和 3 年度（2021 年度）から令和

5 年度（2023 年度）までの 3 か年とします。加えて、団塊世代が後期高齢者の仲間

入りをする令和 7 年度（2025 年度）および団塊ジュニア世代が高齢者に達する令和

22 年度（2040 年度）を見据えた中・長期的な視野に立った計画とします。計画の

最終年度の令和 5 年度（2023 年度）に見直しを行い、令和 6 年度（2024 年度）

を始期とする次期計画を策定する予定です。 

 

図 2 計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「日野市高齢者福祉総合計画」は、「老人福祉計画」「介護保険事業計画」「高齢者居住
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４．「第８期介護保険事業計画」策定にあたっての主な

制度改正  

（１）「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」  

（令和 2 年（2020 年）６月公布）                               

主な法改正等の内容 

改正の趣旨 地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応

する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体

制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等

の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取

組みの強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。 

介護保険法

等の一部改

正（令和 3

年４月施

行） 

１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支
援体制の構築の支援【社会福祉法、介護保険法】 
・市町村において、既存の相談支援等の取組みを活かしつつ、地域住民の抱える課
題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業及びその財政支援等
の規定を創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。 
 
２．地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進
【介護保険法、老人福祉法】 
①認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力
義務を規定する。 
②市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。 
③介護保険事業（支援） 計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見
通しの勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅）
の設置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町
村間の情報連携の強化を行う。 
 
３．医療・介護のデータ基盤の整備の推進【介護保険法、地域における医療及
び介護の総合的な確保の促進に関する法律】 
①介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状
態や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の情報の提供を求めるこ
とができると規定する。 
②医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等の
データベース（介護 DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、社会保険診
療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を 安
全性を担保しつつ 提供することができることとする。 
③社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関
等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提供の業務を追加する。 
 
４．介護人材確保及び業務効率化の取組みの強化【介護保険法、老人福祉法、
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】 
①介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取
組みを追加する。 
②有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。 
③介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置
を、さらに５年間延長する。 

   資料：地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要（厚生労働省） 
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（２）認知症施策推進大綱（令和元年（２０１９年）６月）  

考え方 認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる
社会を目指し認知症の人や家族の視点を重視しながら｢共生｣と｢予防｣を車の両
輪として施策を推進 

主な柱 ①普及啓発・本人発信支援 

・認知症に関する理解促進 ・相談先の周知 
・認知症サポーター養成の推進、子どもへの理解促進 
・認知症の人本人からの発信支援認知症の人本人がまとめた「認知症とともに
生きる希望宣言」の展開 

 

②予防 

・認知症予防に資する可能性のある活動の推進  
・民間の商品やサービスの評価・認証の仕組みの検討 
・予防に関するエビデンスの収集の推進 
  

③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

・早期発見・早期対応、医療体制の整備 
・医療従事者等の認知症対応力向上の促進 
・医療・介護の手法の普及・開発 
・介護サービス基盤整備・介護人材確保 
・介護従事者の認知症対応力向上の促進 
・認知症の人の介護者の負担軽減の推進 
 

④ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支

援・バリアフリーのまちづくりの推進 

・認知症予防に関するエビデンスを整理した活動の手引きの作成 
・移動手段の確保の推進   ・交通安全の確保の推進 
・住宅の確保の推進     ・地域支援体制の強化 
・地域の見守り体制の構築支援 ・見守り・探索に関する連携 
・地方自治体等の取組み支援 
・ステップアップ講座を受講した認知症サポーターが認知症の人やその家族へ
の支援を行う仕組み（「チームオレンジ」）の構築 
・認知症に関する取組みを実施している企業等の認証制度や表彰 
・商品・サービス開発の推進   ・金融商品開発の推進 
・成年後見制度の利用促進    ・消費者被害防止施策の推進 
・虐待防止施策の推進 
・認知症に関する様々な民間保険の推進 
・違法行為を行った高齢者等への福祉的支援 
・若年性認知症支援コーディネーターの体制検討 
・若年性認知症支援コーディネーターのネットワーク構築支援 
・若年性認知症コールセンターの運営 
・就労支援事業所の実態把握  ・若年性認知症の実態把握 等 
 

⑤ 研究開発・産業促進・国際展開 

・認知症発症や進行の仕組の解明、予防法、診断法、治療法、リハビリテーシ
ョン、介護モデル等の研究開発など、様々な病態やステージを対象に研究開発
を推進 等 

    資料：認知症施策推進大綱（厚生労働省） 
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日野市は持続可能な開発目標（SDGｓ）を推進しています。 

５．SDGｓについて  

①ＳＤＧｓとは  

「SDGs（エスディージーズ）＝Sustainable Development Goals」とは、「誰一

人残さない（leave no one behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界

共通の目標で、平成27年（2015年）に国連のサミットで採択されました。令和12

年（2030年）を達成年度とし、17のゴールと 169のターゲットから構成されてい

ます。 

 

②ＳＤＧｓ未来都市に日野市が認定  

日野市は、令和元年（2019 年）7 月に東京都内では初の「SDGs 未来都市」に選

定されました。 

令和 12 年（2030 年）にあるべき姿を「市民・企業・行政との対話を通した生

活・環境課題産業化で実現する生活価値（ＱＯＬ）共創都市  日野」と定め、今後日

野市の政策立案にあたり SDGs の視点を組み入れつつ、郊外都市における社会・経

済・環境の統合的な変革モデルとなることを目指します。 

 

③ＳＤＧｓと本計画の関係性  

本計画は、主に下記の「３すべての人に健康と福祉を」のゴールを推進しながら、

「あらゆる年齢、すべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」という目

標に向けて今後事業を進めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国連ガイドラインより 
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第２章  高齢者をとりまく環境  

１．人口・世帯等  

（１）人口                                                

①  現在の人口  

日野市の人口動態を見ると、月により変動はありますが、年単位では人口は増加傾

向であり、令和２年（2020 年）７月の住民基本台帳人口で 187,039 人となってい

ます。 

一方、人口構成を見ると、令和２年（2020 年）1 月では高齢化率が 24.8％、75

歳以上の人口比率が 13.3％と、高齢化率・75 歳以上の人口比率はともに上昇傾向で

す。 

 

 

図 3 人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳人口（日野市）令和 2 年 1 月 
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また、国勢調査の年齢区分別人口を見ると、前期高齢者、後期高齢者とも増加傾向

で、最新の平成 27 年度（2015 年度）では特に後期高齢者の増加が多くなっていま

す。また、人口構造的には、男女とも 70～74 歳のいわゆる「団塊の世代」が多い

のが特徴です。 

 

図 4 年齢区分別人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   資料：総務省『国勢調査報告』 

 

図 5 人口ピラミッド（令和 2年（2020 年）） 

 高齢化率：24.8％、75 歳以上 13.3％ 
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②  将来人口  

（ⅰ）国立社会保障・人口問題研究所の推計 

本項目は、国立社会保障・人口問題研究所で平成 30 年（2018 年）に実施された

将来人口推計の日野市の結果になります。 

今後は高齢化率もやや上昇しますが、令和 3年（2021 年）からの 5 年間は、新た

に高齢者になる人の数より、後期高齢者に移行する人の数が多いため、後期高齢者比

率の大幅な上昇が見込まれます。 

具体的には、令和 7 年（2025 年）推計を見ると、団塊の世代が後期高齢者となり、

高齢化率が 25.7％、75 歳以上が 16.1％となります。また、令和 22 年（2040 年）

推計を見ると、団塊ジュニア世代が前期高齢者となり、高齢化率が 34.1％、75 歳以

上が 19.5％となります。 

 

図 6 人口ピラミッド（令和 7年（2025 年）） 図 7 人口ピラミッド（令和 22 年（2040年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国立社会保障・人口問題研究所 男女・年齢（５歳）階級別データ『日本の地域別将来推計人口』（平成 30 年 3 月推計） 

※推計の出発点となる基準人口は、総務省統計局『平成 27 年国勢調査による基準人口』による平成 27（2015 年）10

月 1 日現在男女年齢各歳別人口（総人口） 
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高齢化率：34.1％、75 歳以上：19.5％   

                                 

 

 

3,473

3,699

3,904

4,808

5,889

5,147

4,898

5,071

5,724

6,436

7,631

6,724

5,493

4,473

5,138

6,404

5,536

3,858

2,900

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

0～4歳

5～9歳

10～…

15～…

20～…

25～…

30～…

35～…

40～…

45～…

50～…

55～…

60～…

65～…

70～…

75～…

80～…

85～…

90歳…

女

（97,206人）

3,653

3,972

4,019

4,933

6,944

5,491

5,216

5,336

6,074

6,842

7,928

7,399

5,809

4,387

4,501

4,921

3,708

2,276

1,243

02,0004,0006,0008,00010,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

男

（94,652人）

（人
（人 3,321

3,413

3,537

4,244

5,323

4,631

4,808

4,958

5,253

5,146

5,326

5,866

6,397

7,474

6,598

5,411

4,238

4,263

5,656

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

0～4歳

5～9歳

10～…

15～…

20～…

25～…

30～…

35～…

40～…

45～…

50～…

55～…

60～…

65～…

70～…

75～…

80～…

85～…

90歳…

女

（95,863人）

3,494

3,664

3,703

4,453

6,279

4,832

5,002

5,100

5,423

5,219

5,310

5,861

6,323

7,126

6,473

4,895

3,258

2,538

2,393

02,0004,0006,0008,00010,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

男

（91,346人）

（人
（人



第２章 高齢者をとりまく環境 

16 

 

（２）世帯数  

①  高齢者のいる一般世帯数  

日野市において一般世帯数に占める 65 歳以上の親族がいる世帯の割合は、平成 7

年（1995 年）では 19.1％であるのに対して、平成 27 年（2015 年）では

33.9％となっています。 

また、高齢者のいる一般世帯数に占める高齢者単身世帯の割合は、平成 7 年

（1995 年）では 18.3％であるのに対して、平成 27 年（2015 年）では 30.7％

と増加しています。 

 

表 1 高齢者のいる一般世帯数 

（世帯・％） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査 

 

②  住宅ストックの状況と賃貸住宅の空き家の状況  

国で実施した「平成 30 年度住宅・土地統計調査」によれば、全住宅のうち１割以

上が空き家になっています。空き家の種別では、賃貸用が全体の 78.8％と多くなっ

ています。 

 

 図 8 住宅総数と居住状況の推移       図 9 居住世帯なしの住宅の状況（平成 30 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」 
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②  新規住宅着工件数の動向  

住宅着工統計からみると、市内には年間約 1,200 戸から 2,500 戸の住宅が整備さ

れています。そのうち貸家は約 400 戸から 1,000 戸と、年度により大きく異なりま

す。 

 

図 10 新規住宅着工件数動向   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国土交通省「住宅着工統計」 
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③  公的賃貸住宅の立地状況  

平成 27 年度（2015 年度）の都の調査では、市内には都市再生機構の賃貸住宅が

5,318 戸、都営住宅が 2,898 戸となっています。 

これを、同年１０月に実施された国勢調査における住宅総数で割り返すと、日野市

では都市再生機構賃貸住宅や市営住宅を含めた公的賃貸住宅が多いのが特徴です。 

 

表 2 公的賃貸住宅ストック数 

  （世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：東京都都市整備局総務部企画経理課「事業概要」、総戸数は「国勢調査」 

 

 

④  高齢者の住まいの状況（国勢調査の住宅所有別比率）  

高齢者単身世帯・高齢者夫婦世帯の住宅所有関係別世帯の比率をみると、高齢単身

世帯では、「借家」の割合が高くなっています。 

 

図 11 高齢者単身世帯・高齢者夫婦世帯の住宅所有関係別世帯比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：平成 27 年「国勢調査」 
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２．日野市の介護保険事業を取り巻く状況  

（１）日野市の介護保険給付サービスの特徴  

①  第１号被保険者数の推移  

新たに高齢者になった方が、死亡した方より多いため、第１号被保険者数は増加し

ており、令和 2 年（2020 年）３月末時点では、46,391 人となっています。 

 

図 12 第 1号被保険者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元、２年度のみ「介護保険事業状況報告」月報） 
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②  要介護（要支援）認定者数の推移  

介護保険制度が始まった平成 12 年（2000 年）４月と、令和 2 年（2020 年）３

月末を比較すると、第１号被保険者数は約 2 倍になっていますが、認定者数では 4 倍

以上となっています。要介護（要支援）認定者数の推移をみると、要支援、要介護と

も増加傾向となっています。要支援は近年横ばいになるのに対して、特に要介護１の

方が増加しています。認定率は、都の水準とほぼ同様ですが、近年伸び率はやや鈍化

しています。 

  

図 13 日野市の要介護（要支援）認定者数(２号被保険者を含む） 
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      資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元年度、2 年度のみ「介護保険事業状況報告」月報） 
      平成 12 年は、要支援が１，２に別れていないため、グラフでは「要支援１」の色で表記 

平成２９年３月末の要支援１の減少は、２８年度に介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、要支援相当 
の方が介護認定を受けずに、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者となったためと推測される。 
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③  要介護（要支援）認定率   

日野市の認定率は、平成 21 年（2009 年）3 月末からやや増加傾向でしたが、平

成 30 年（2018 年）３月と平成 31 年（2019 年）3 月で急増しており、国、都、

周辺市を令和２年（2020 年）８月時点で上回っています。 

現状では、要介護 3 以上の重度の方も少しずつ増加しているため、これらの方が引

き続き地域の中で生活できるよう、居宅サービスや地域密着型サービスの強化・充実

が必要です。 

 

図 14 要介護認定率の推移（２号被保険者を含む） 
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資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元、2 年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）  
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④  第１号被保険者一人あたりの保険給付月額  

第１号被保険者一人あたり保険給付月額は増加傾向にあり、令和元年度（2019 年

度）時点では 21,332 円と増加傾向となっています。今後、高齢化が進展することで、

引き続き給付額の増加が進むことが予測されます。 

なお、平成 12 年（2000 年）6 月と比較すると、第１号被保険者数が２倍になっ

たのに対して、認定者数は 4 倍になったことから、一人あたりの保険給付額が大幅に

増加しています。 

 

図 15 第１号被保険者一人あたり保険給付月額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）各年３月末 
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⑤  在宅、居住系、施設系受給者数の推移  

在宅、居住系、施設系受給者数の推移では、年度ごとに少し差がありますが、平成

29 年（2017 年）以降はいずれも増加傾向となっています。 

また、令和２年（2020 年）における在宅、居住系の割合をみると、要介護５では

国や周辺市より在宅、居住系の比率が高くなっています。 

 

図 16 在宅、居住系、施設系受給者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
     資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 
 

 

図 17 令和２年（2020 年）における在宅、居住系の割合 
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⑥  要介護度別居宅サービス利用者数の推移  

要介護度別居宅サービス利用者数は、平成 28 年度（2016 年度）に地域密着型通

所介護が地域密着型サービスに移行したことや、平成 28 年度（2016 年度）から介

護予防・日常生活支援総合事業が開始され、要支援者が介護予防・日常生活支援総合

事業に移行したことで、要支援者の利用が減少しています。 

しかし、令和元年度（2019 年度）からは再び増加傾向となっています。 

 

図 18 要介護度別居宅サービス利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 
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⑦  要介護度別地域密着型サービス利用者数の推移  

要介護度別地域密着型サービス利用者数は、平成 27 年度（2015 年度）まで横ば

いでしたが、平成 28 年度（2016 年度）に地域密着型通所介護が地域密着型サービ

スに移行したことで利用者数が増加しました。しかし、その後は横ばいとなっており、

地域密着型サービス利用者の増加を図るような施策が必要です。 

 

図 19 要介護度別地域密着型サービス利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 
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 ‐  ‐ 0 0 0 0 0 0
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要介護２ 58 61 77 96 291 263 290 256
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要介護５ 26 35 33 42 67 69 71 77
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⑧  要介護度別施設サービス利用者数の推移  

要介護度別施設サービス利用者数は、施設整備の状況に影響されるため、年ごとに

多少の増減がありますが、全体的には少しずつ増加しています。 

平成 12 年（2000 年）4 月時点と比較した場合には、施設入所者は約２倍となっ

ていますが、認定者数の伸びと比較すると、施設サービスの利用割合は低下していま

す。 

 

図 20 要介護度別施設サービス利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報  
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⑨  サービス別、第一号被保険者一人あたり給付月額  

平成 30 年度（2018 年度）におけるサービス別、第１号被保険者一人あたり給付

月額でみると、日野市は都全体と比較してほぼ同様の給付水準となっています。 

 

 

図 21 第１号被保険者一人あたり給付月額（サービス種類別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 
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（２）財政状況・財政見通し  

財政状況は、年度により増減はあるものの、歳出総額は増加傾向にあります。一方、

市税収入は生産年齢人口の減少により、大幅な増加は望めず、歳出税額と市税総額の

差は拡大の一途をたどっています。 

歳出の増加要因としては、高齢化による扶助費の急増や、介護保険の費用が増加し

たことによる繰出金の増加などが挙げられます。これらの費用は、今後も増加が続く

見込みとなっており、財源不足が深刻化しています。 

高齢者福祉関係費は右肩上がりに増加しており、今後さらに高齢化率が上がること

を踏まえ、介護保険事業のより適正な運営が求められています。 

 

図 22 市税収入と市税総額、介護保険特別会計への繰出金の経年推移 
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（３）日常生活圏域について  

①  日常生活圏域  

日常生活圏域とは、身近な地域にさまざまなサービス拠点を整備し、たとえ要介護

状態や認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、

介護サービス基盤の整備を進めるために取り入れられた考え方です。  

日野市では、『第３期日野市介護保険事業計画』（平成 18 年度（2006 年度）から

平成 20 年度（2008 年度）まで）において、地理的条件、交通機関や駅の状況、人

口、既存の介護サービス基盤等を勘案し、４つの日常生活圏域を設定しました。 

『第８期介護保険事業計画』においても、この考えを継承し、地域密着型サービス

や介護サービス基盤の充実などを進めていきます。 

 

 

表 3 日常生活圏域一覧 

日常生活圏域 
地域包括支援 

センター名 
担当地域 

たかはた 

もぐさ 
百草、落川、程久保（1～8丁目を除く）、 

三沢２丁目、三沢1289～1294番地 

あさかわ 

高幡、三沢（1289～1294番地を除く）、 

三沢１・３～５丁目、新井、 

大字石田（浅川南）、 

程久保１～８丁目 

とよだ 

すてっぷ 
豊田、大字豊田、東豊田、富士町、 

旭が丘2・５・６丁目、多摩平１・２丁目 

あいりん 多摩平３～７丁目、日野台４・５丁目、大坂上 

ひの 

せせらぎ 日野本町、神明、日野台１～３丁目、栄町、新町 

多摩川苑 
万願寺、上田、川辺堀之内、日野、宮、 

石田、大字石田（浅川北） 

ひらやま 

いきいきタウン 東平山２・３丁目、平山 

すずらん 南平 

かわきた 
旭が丘１・３・４丁目、西平山 

東平山１丁目 
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図 23 
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（４）第３期の施策の実施状況  

 

柱１  介護を支える担い手の確保と多様なニーズに対応した介護保険事

業サービスを充実させていきます  

 

本項目では、数値目標に対して、令和元年度（2019 年度）の実績をみると、採用者、

離職者とも目標値を下回っています。一方、受給率は、すべてのサービスで目標値を上回

っています。 

また、重点項目の達成状況は、４項目すべてが◎（進んだ）となっています。 

 

表 4 数値目標、指標の達成状況 

※採用者数、離職者数は日野市内、介護保険サービス提供事業者の１年間の採用、離職実績 

       （第４期日野市高齢者福祉総合計画策定に向けた基礎調査報告書より抜粋） 

 

表 5 重点項目の達成状況 

項目 達成状況 実施事項及び実績値 

1101：介護人材
確保事業の実施 

◎ 

研修会開催ごとに介護事業所の協力を得ながら仕事の紹介等就職相
談会を実施し、10 人の新規雇用につながった。 
資格取得者への補助は、目標を大きく上回る 69 人に行い、うち資
格取得後市内介護事業所に就職または就職後半年以内（ただし、介
護福祉士は 1 年以内）に資格取得を行った方は 10 人となった。 
また、令和元年度から新たに、介護支援専門員の資格取得、再研修
に対する補助を開始した。 

1102：介護人材
啓発事業の実施 

◎ 
年２回の研修開催により、研修修了者は一昨年度を大きく上回る
80 人となった。参加希望者が参加しやすいよう令和元年度は前期
研修会については、土日に開催した。 

指標項目 
現状 

平成 27～29 年度 

の合計 

目標値 

平成 30～令和 2 年度 

の合計 
令和元年度実績 

（１）介護施設・居宅サービスにおける雇用状況 

 採用者数※ 438 人 453 人  433 人 

 離職者数※ 319 人 305 人  316 人 

（２）介護サービスの受給率 

 在宅サービス 8.5％ 9.0％  9.3％ 

居住系サービス 1.3％ 1.4％  1.5％ 

施設サービス 2.5％ 2.8％  2.9％ 
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項目 達成状況 実施事項及び実績値 

1223：生活支援
サービス（介護予
防・日常生活支援
総合事業）の推進 

◎ 

平成 30 年度（2018 年度）に第 1 層協議体で抽出された課題を
切り口に地域の課題を掘り起こすため、第2層協議体を市内生活圏
域ごとに立ち上げ検討を開始した。 
第 1 層生活支援コーディネーターの協力を得ながら、第 2 層生活
支援コーディネーターと意見交換や検討会を行い、第2層協議体が
円滑に開催できるよう準備を進めた。 

 

項目 達成状況 実施事項及び実績値 

1225：地域介護
予防活動支援事業
の推進 

◎ 

地域介護予防活動団体の登録団体数は 52 団体となり、体力測定な
ど効果測定を各日常生活圏域で実施した。 
地域介護予防活動支援事業及びひの健康貯筋体操の普及啓発を行う
ため、日野市社会福祉協議会の他、リハビリ専門職の方の協力を得
て、事業を実施した。 

 

 

  

施策の柱の達成状況指標 
◎ 進んだ       ：例年と比べて著しく進捗した、または事業が完了した 
○ やや進んだ     ：数値・事業内容に進捗がみられた、または事業が着実に前進した 
△ あまり進んでいない ：前年度と同様の事業内容であった 
× まったく進んでいない：該当事業に着手しなかった 



 ２．日野市の介護保険事業を取り巻く状況 

33 

 

柱２  医療と介護の連携を推進し、有機的なネットワークを構築します  

 

本項目では、数値目標に対して、令和元年度（2019 年度）の実績をみると、目標値が

３年間の合計値であるため、1/3の数値で比較する必要がありますが、やや目標より少な

くなっています。 

また、重点項目の達成状況は、達成が２項目、○（やや進んだ）が２項目となっていま

す。 

表 6 数値目標、指標の達成状況 

※引用先「厚生労働省 在宅医療にかかる地域別データ集」による日野市の自宅死（自宅の他、グループホーム、サ

ービス付き高齢者向け住宅を含む。）の割合と老人ホーム死（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホー

ム及び有料老人ホームをいう。）の割合を合算したもの。 

また、現状（平成 27～29 年度の合計）及び目標値（平成 30～令和 2 年度の合計）は、各々３年間の平均値とな

ります。 

表 7 重点項目の達成状況 

項目 達成状況 実施事項及び実績値 

2101：在宅療養を
支援する部署の設置 

平成 30 年度 
達成 

 

2102：「日野市在宅
療養体制構築のため
の基本方針」の策定 

平成 30 年度 
達成 

 

2104：在宅療養・
介護連携支援センタ
ーの設置 

○ 

・関係機関及び庁内関係課との意見交換を実施。 
・市外病院に対して在宅療養支援課のパンフレットを送付
し、関係性の継続に努めた。 
・北多摩・南多摩医療圏の相談窓口の担当者との研修を日
野市で実施し連携強化を図った。 
・事例検討会を主催し、対応方法と情報の集積を進めた。 

2108：保健師の専
門性を生かした在宅
療養支援の充実 

○ 

・まちの在宅医療相談会として 6 回開催。15 人の相談者
と 33 人が講演会形式で参加。 
・事例検討会を11回開催し、延べ236人が参加。複合的
な事例が増加しており、水道局や動物愛護相談センターな
ど従来福祉分野では関りがあまりなかった機関も参加し連
携の輪が広がった。 
・年間の相談件数が100件にのぼり、保健師の存在が市民
及び関係機関から認知されてきた。在宅療養に関するコー
ディネーターとしての役割が定着しつつある。 

 

  

指標項目 
現状 

平成 27～29 年度 

の合計 

目標値 

平成 30～令和 2 年度 

の合計 
令和元年度実績 

（１）医療と介護の連携推進勉強会の開催数    

 第１段階勉強会（市主催） 7 回 4 回 １回 

 第２段階勉強会（市主催） 4 回 8 回 ２回 

 圏域勉強会（地域包括支援センター主催） 75 回 75 回 13 回 

（２）自宅等での死亡率※  23.2％ 29.6％  24.8％ 

施策の柱の達成状況指標 
◎ 進んだ       ：例年と比べて著しく進捗した、または事業が完了した 
○ やや進んだ     ：数値・事業内容に進捗がみられた、または事業が着実に前進した 
△ あまり進んでいない ：前年度と同様の事業内容であった 
× まったく進んでいない：該当事業に着手しなかった 
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柱３  認知症や軽度認知障害（ＭＣＩ）の当事者とその家族を支える仕

組みを充実させていきます  

 

本項目では、数値目標に対して、令和元年度（2019 年度）時点の実績をみると、累計

数では目標値を上回っています。 

また、重点項目の達成状況は、◎（進んだ）が 4 項目、○（やや進んだ）が 1 項目と

なっています。 

 

表 8 数値目標、指標の達成状況 

 

表 9 重点項目の達成状況 

項目 達成状況 実施事項及び実績値 

3101：認知症
の人と家族を支
える機関との連
携 

◎ 

・日野市医師会、多摩平の森の病院、高齢福祉課の三者にて認知症
検診推進事業について、具体的な検討を行った。 
・多摩平の森の病院、市立病院、七生病院、若年性認知症総合支援
センター、地域包括支援センター等認知症の方を支える関係機関と
連携強化のため研修及び意見交換を行った。 
・医療連携型認知症カフェについて無料相談の参加人数が減少。無
料相談会の回数を減らし、その分地域のカフェにて出張相談を行う
等見直しを図った。 
・多摩平の森の病院の認知症認定看護師に次年度より認知症地域支
援推進員となっていただくこととなった。 
・多摩平の森の病院に加え、七生病院内にも初期集中支援チームを
立ち上げた。 

3201：認知症
サポーターの養
成 

◎ 
・講座の開催数（令和元年度）   61 回 
・養成者延べ人数         18,793 人 

3202：認知症
サポーターステ
ップアップ講座
の実施 

◎ 
・講座の開催数（令和元年度）    17 回 
・受講者延べ人数          1,002 人 

3301：徘徊高
齢者への支援策
の充実 

○ 

・認知症徘徊 SOS ネットワークの登録者数（延べ数）350 人 
・メール配信システムの配信登録者数 1,770 人 
・認知症賠償保険の事業化 
賠償保険事業を単体で立ち上げるのではなく、徘徊高齢者等探索サ
ービス事業（ＧＰＳ移動端末機貸出）の見直しを行い、新ＧＰＳ移
動端末機契約の方が自動的に賠償保険に加入できるようなスキーム
とした。 

 

指標項目 
現状 

平成 27～29 年度 

の合計 

目標値 

平成 30～令和 2 年度 

の合計 
令和元年度実績 

（１）認知症サポーター養成講座受講者数 

    ※（ ）は累計数 

5,357 人

（13,000 人） 

3,000 人 

（16,000 人） 

2,378 人 

（18,793 人） 

（２）認知症サポーターステップアップ講座受講者数 

      （ ）は累計数 

390 人 

（390 人） 

260 人 

（650 人） 

211 人 

（1,002 人） 
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項目 達成状況 実施事項及び実績値 

3303：認知症
カフェの設置推
進 

◎ 

・新たな認知症カフェを開設。 
浅川リバーハウス 
所在地：西平山 2-9-30  
開設日：毎月第４木曜日 
    13 時 30 分～15 時 30 分 
設置数 計 10 か所 
・市内認知症カフェの運営者の交流会を開催し、取組みについて情
報交換を行った。 
・医療連携型認知症カフェに属する認知症認定看護師が地域の認知
症カフェに赴き、出張相談や講話を行う等地域展開を図った。 

施策の柱の達成状況指標 
◎ 進んだ       ：例年と比べて著しく進捗した、または事業が完了した 
○ やや進んだ     ：数値・事業内容に進捗がみられた、または事業が着実に前進した 
△ あまり進んでいない ：前年度と同様の事業内容であった 
× まったく進んでいない：該当事業に着手しなかった 
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柱４  地域包括支援センターを核とした支援体制の充実と地域による支

え合いの仕組みを推進します  

 

本項目では、数値目標に対して、令和元年度（2019 年度）の実績をみると、目標値が

３年間の合計値であるため、1/3の数値で比較する必要がありますが、地域包括支援セン

ターの相談、支援件数はほぼ目標値と同水準です。また、地域活動への参加は、やや目標

値より低くなっています。 

また、重点項目の達成状況は、◎（進んだ）が 1項目、○（やや進んだ）が２項目、△

（あまり進んでいない）が１項目となっています。 

 

表 10 数値目標、指標の達成状況 

 

表 11 重点項目の達成状況 

項目 達成状況 実施事項及び実績値 

4101：地域包括支援
センターの相談・支援
体制の充実 

○ 

・ケアプランナーを配置し機能強化を図った。また、令和元
年 5 月に東京都を通じて国が定める基準に基づく地域包括
支援センターの評価（地域包括支援センターの事業評価を
通じた機能強化に関する調査）を実施した。 

・相談・支援件数：42,357 件 
・新型コロナウイルス感染症により、接触が制限されていた
ため、件数が減少した。 

4102：地域ケア会議
の推進 

○ 

・各地域ケア会議の開催状況は以下（1）～（3）のとおり。 
 （1）地域ケア個別会議    33 回 
 （2）地域ケア会議（日常生活圏域レベル） 3 回 
 （3）地域ケア推進会  4 回 
なお、圏域内の地域の課題を話し合う場は増加した。 

4301：生活支援体制
整備事業の実施 

◎ 

・第 1 層協議体が２回、第 2 層協議体が９回開催され、地域
課題について話し合われた。 

・第 1 層協議体、第 2 層協議体の在り方について、地域包括
支援センター・社会福祉協議会とともに協議を行った。 

4303：高齢者見守り
支援ネットワークの充
実 

△ 
・対象高齢者数 74 人 
・見守推進員数 180 人 
・協力事業者数 492 か所 事業所数は増加傾向である。 

 

 

指標項目 
現状 

平成 27～29 年度 

の合計 

目標値 

平成 30～令和 2 年度 

の合計 
令和元年度実績 

（１）地域包括支援センター（9

カ所）の相談・支援件数 
122,974 件 127,500 件 42,357 件 

（２）地域住民の有志による地域

づくりに参加者として参加してみ

たい人の割合 

「是非参加」「参加してもよい」※ 

59.1％ 59.4％ 
55.9％ 

※「すでに参加してい

る」を「含む 

施策の柱の達成状況指標 
◎ 進んだ       ：例年と比べて著しく進捗した、または事業が完了した 
○ やや進んだ     ：数値・事業内容に進捗がみられた、または事業が着実に前進した 
△ あまり進んでいない ：前年度と同様の事業内容であった 
× まったく進んでいない：該当事業に着手しなかった 
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柱５  高齢者が尊厳を保持し  、健康で自立した生活を営むための支援を

充実させていきます  

 

本項目では、数値目標に対して、令和元年度（2019 年度）の実績をみると、男女とも

目標値をやや上回っています。また、週 2 回以上の外出についても、目標値を約 2.7 ポ

イント上回っています。 

また、重点項目の達成状況は、◎（進んだ）が 2 項目、○（やや進んだ）が 2 項目と

なっています。 

表 12 数値目標、指標の達成状況 

 

表 13 重点項目の達成状況 

項目 達成状況 実施事項及び実績値 

5102：日野人運動事業と
地域介護予防活動支援事業
（ひの筋体操等）との連携 

◎ 
令和元年度に今後の健康体操事業についての考え方や課
題等について、健康課と協議し、整理した。 

5108：摂食嚥下機能支援
の推進 

◎ 

・市内全域の 65～74 歳を対象にチェックリーフレット
を送付し、摂食嚥下機能支援連携システムの試験的運用
を図った。 
・普及啓発を行うため、嚥下体操の映像媒体を作成し
た。 

5301：シルバー人材セン
ターの取組みへの支援 

○ 

会員数：1,616 人（前年度比 0.6％増） 
就業実人：1,358 人（前年度比 1.4％増） 
就業率：84.0％（前年度比 0.7％増） 
就業延べ人員：148,030 人（前年度比 1.5％増） 
 【平成 31 年 3 月末日現在】 
会員数：1,617 人（前年度比 0.1％増） 
就業実人：1,368 人（前年度比 0.8％増） 
就業率：84.5％（前年度比 0.6％増） 
就業延べ人員：149,339 人（前年度比 0.8％増） 
 【令和 2 年 3 月末日現在】 

5408：居住支援協議会の
提言に基づく居住支援施策
の充実 

○ 
・住宅確保に配慮を要する者への住宅相談業務として、
「あんしん住まいる日野」事業が開始されており、居住
支援協議会において、事業の課題出しを行った。 

 

  

指標項目 
現状 

平成 27～29 年度 

の合計 

目標値 

平成 30～令和 2 年度 

の合計 
令和元年度実績 

（１）日野市の 65 歳健康寿命 

   要介護２以上 
※１ 東京保健所長会方式、65 歳になった方

が要介護２になるまでの期間 

男 83.2 歳 

女 85.7 歳 

男 83.5 歳 

女 86.0 歳 

男 83.55 歳 

女 86.42 歳 

（２）要支援で、外出が週２回 

   以上の人の割合 
※２ 第４期日野市高齢者福祉総合計画策定に

向けた基礎調査報告書（要支援高齢者問 14

（１）-⑥ R３年１月 

64.2％ 64.5％ 67.2％ 

施策の柱の達成状況指標 
◎ 進んだ       ：例年と比べて著しく進捗した、または事業が完了した 
○ やや進んだ     ：数値・事業内容に進捗がみられた、または事業が着実に前進した 
△ あまり進んでいない ：前年度と同様の事業内容であった 
× まったく進んでいない：該当事業に着手しなかった 
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（５）アンケート調査結果から見えるポイント  

 

令和元年度（2019 年度）に実施したアンケート調査結果について、第３期計画の５本

の柱ごとに、特徴を整理しました。 

 

柱 1 「介護を支える担い手の確保と多様なニーズに対応した介護保険

事業サービスを充実させていきます」に関するポイント  

・介護サービス事業者の考える人材確保の問題では、「募集しても応募がない」の比

率が前回調査と比較してやや低下しています。 

・人材の確保については、3 年前の平成 28 年（2016 年）よりは多少好転していま

すが、引き続き厳しい状態が継続しています。 

 

図 23 人材確保で問題になることはどのようなことですか。 

（介護保険サービス提供事業者 問３）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「募集しても応募がない」が 8 割以上のサービス 

 

・100％・・・短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、 

認知症対応型通所介護 

・83.3％・・・訪問看護 

・80.0％・・・訪問介護、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護  

 

 

 

 

 

64.3%

50.0%

38.8%

26.5%

22.4%

8.2%

69.0%

55.8%

38.9%

24.8%

27.4%

8.0%

0% 50% 100%

募集しても応募がない

良質な人材が集まらない

募集に費用がかかる

応募があっても、待遇等の条件があわない

採用しても定着しない

派遣に頼らざるをえなくなる

令和元年度調査（98事業所）

平成28年度調査（113事業所）
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・介護サービス事業者における人材確保の問題は、平成 28 年（2016 年）に実施し

た 3 年前の調査と比較すると、介護福祉士や介護職員初任者研修終了者（旧ヘルパ

ー２級）では改善傾向が見られるものの、引き続き課題となっています。 

 

図 24 「採用が困難」と回答した比率（介護サービス提供事業者調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・不足しているサービスは、「訪問介護」「療養通所介護」「短期入所療養介護」「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護」「夜間対応型訪問介護」「認知症対応型共同生活介

護」「（地域密着型）介護老人福祉施設」「介護療養型医療施設」「介護小規模多機能

居宅介護」「通所介護事業所等で実施する宿泊サービス」等となっています。 

・日常的に在宅生活で必要な訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の供給が

不足気味で、「希望する時間に受けられない」ことが課題となっています。 

 

  

18.4%

17.3%

26.5%

20.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

介護福祉士

介護職員初任者研修終了者（旧ヘルパー2級）

令和元年度調査（98事業所） 平成28年度調査（113事業所）
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柱２  「医療と介護の連携を推進し、有機的なネットワークを構築しま

す」に関するポイント  

・医療と介護との連携は、前回調査と比較して、医療連携が困難な場合の対応策とし

て、「タブレットなどのＩCＴの活用」の比率が高くなっています。 

・連携の方法は、ＩCＴ機器を活用して行うケースが増えており、会議を開くケース

は減少するなど、個々の連携が強くなっています。 

 

図 25 居宅介護支援事業所および地域包括支援センター 

（医療連携上の困難を解決するために必要な施策）（問 30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・訪問診療の提供体制については、できない理由として「外来診療などが多忙により、

訪問診療を実施する余裕がないから」が多く、人員体制が十分でない事業所の場合

には、なかなか訪問診療の実施が困難であることが読み取れます。 

・「日野市在宅療養体制構築のための基本方針」などに則して、引き続き医療と介護

との連携の充実を図ることが必要です。なお、医療と介護との連携については、ケ

アマネジャーを通じて連携することが増加しています。 

 

図 26 訪問診療の利用状況（要支援、要介護者合計） 

 

 

 

 

 

 

  

32.4%

26.5%

26.5%

23.5%

23.5%

76.2%

21.4%

52.4%

45.9%

11.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

地域包括支援センターなどや地域（近隣）医療機関

での情報・意見交換・検討の場を設ける

介護事業所の団体、医師会、歯科医師会、薬剤師

会、市などにより構成する、医療連携に関する検討

組織を設ける

電話等で医療機関と密に連絡をとる

市で作成した介護と医療の連携シートを活用する

タブレットなど、ICTを活用して医療機関と密に連絡を

とる

令和元年度調査（34事業所） 平成28年度調査（42事業所）

22.4%
19.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

利用している

令和元年度調査（842） 平成28年度調査（1,288）
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図 27 訪問診療ができない理由（上位 3 項目） 

 

 

 

 

 

 

 

・看取りについては、自宅での看取りを希望する方の割合がやや減少し、病院での看

取りやわからないへの回答が多くなっています。また、介護サービス事業所から見

た看取りの取組み状況は、平成 28 年（2016 年）に実施した 3 年前の調査と比較

して大きく変化していません。 

・家族の方の高齢化も進んでいることもあり、自宅での看取りが困難になっている世

帯が多くなっているのではと考えられます。 

・それまで診療したことのない高齢者であっても、訪問による看取りの要望を受ける

かどうかについては、「受け付ける」が 5.9％と少なく、普段から訪問診療等の利用

を行うことが必要です。 

・看取りを行う上で、困難と感じることは、「かかりつけの患者の看取りの際、別の

患者の診療と重なってしまい、対応できないことがある」「延命治療を行うかどう

か、本人の希望がわからない」が多く、人員体制の充実と、本人の意思を普段から

明確にしていくことが必要です。 

・訪問診療を行う診療所の数が市内に足りているかどうかについては、半数の医療機

関が足りないと回答しているため、外来だけでなく訪問診療を行う医療機関を増や

すことを目指し、関係機関と協議をしていくことが必要です。 

 

図 28 看取りを行う上で、困難と感じること（医療機関） 
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延命治療を行うかどうか、本人の希望がわからない

現場にいる介護職からの問い合わせ、連携が難しい

かかりつけの患者の看取りの際、別の患者の診療と重

なってしまい、対応できないことがある

現場の介護職の対応が不足していると感じることが多い

検視検案ケースにならないようにするのが難しい

令和元年度調査（31医療機関） 平成28年度調査（31医療機関）
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柱３  「認知症や軽度認知障害（ＭＣＩ）の当事者とその家族を支える

仕組みを充実させていきます」に関するポイント  

・認知症施策については、前回と同様に、要支援・要介護の中で事業を知っている人

の比率が、多くて 2 割程度にとどまっています。 

 

図 29 認知症施策の周知度（要支援、要介護者合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・想定される要因として、介護する家族の方も、後期高齢者の方や 85 歳以上の方が

増えていることから、今までの情報提供の手法では理解が困難になっている可能性

があります。 

・認知症の診断に至るまでに、1 年以上かかった方も約 33％と多く、その理由とし

ては本人や介護者の承諾を得られず、速やかに診断を受けることができなかったケ

ースが多く見られます。認知症の診断については、気軽に相談、対応できるような

仕組みづくりが必要となっています。 

 

図 30 認定に時間がかかった理由（要支援、要介護者合計） 
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認知症の疑いがあることを、本人が素直に認めることが

できず、診断を受けさせることができなかったから

認知症の疑いがあることを、介護者や家族が素直に認

めることができなかったから

どこに相談すれば良いか、わからなかったから

内科医等、かかりつけ医に相談したが、専門医の紹介な

ど、適切な対応をしてくれなかったから

回答者数(96人）

1.8%

3.3%

1.3%

1.8%

1.4%

16.6%

12.0%

8.8%

11.4%

13.3%

18.4%

15.3%

10.1%

13.2%

14.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

認知症を知る月間

認知症サポーター養成講座

知って安心認知症（認知症ケアパス）

認知症家族介護者交流会

認知症カフェ

知っており、参加(利用）したことがある 知っているが、参加（利用）したことはない
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・認知症の相談先については、「いずれにも回答していない」方が約 4 割となってい

るため、相談先の周知等が課題となっています。 

 

柱４  「地域包括支援センターを核とした支援体制の充実と地域による

支え合いの仕組みを推進します」に関するポイント  

・地域活動への参加意向は、要支援の方でも５割近い方が参加したい意向を示してい

ます。また、「お世話役」への希望もおおむね４人に１人が希望しています。 

 

図 31 地域活動への参加意向（自立、要支援者合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・これらの方々の参加の希望を「どのように実現していくか」をより明確な手法で示

すことが必要です。 

 

  

4.4%

1.2%

43.3%

23.0%

47.7%

24.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

参加者としての参加意向

お世話係としての参加意向

是非参加したい 参加しても良い
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柱５  「高齢者が尊厳を保持し、健康で自立した生活を営むための支援

を充実させていきます」に関するポイント  

・高齢者の幸福度をみると、全体的な分布をみても前回調査と比較してやや満足度が

低くなっています。 

 

図 32 幸福度（自立、要支援、合計）10 点満点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・介護を受ける際の場所についても、「わからない」が増加しているのは、自宅での

介護生活が、同居する家族の高齢化が進んだことで、イメージがしにくくなってい

るのではないかと想定されます。 

 

 

図 33 介護を受ける際の場所（主な項目） 
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14.8%

17.7%

12.0%

0% 10% 20% 30% 40%

今の自宅で生活し、身内から介護を受けたい

身内からは介護を受けないで、今の自宅で、介護サービス

や福祉・地域の支援により生活したい

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）・介護老人保健

施設（老人保健施設）に入所したい

わからない

令和元年度（842人） 平成28年度（1,288人）
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（６）日野市の課題  

・日野市の課題については、「いつまでも安心して 自分らしく暮らせるまち 日野」が

実現できるために必要な事項として、以下の６つを選びました。 

 

１．高齢者がいつまでも住み続けられる社会の実現  

・すべての高齢者が住み慣れた地域で、健康でいきいきと自分らしく生活を継続できるよ

う、地域包括支援センター等が核となり、地域全体での支援体制をより充実することで、

地域共生社会の実現を図ることが必要です。 

・例えば 8050 問題のように、高齢者施策に関する課題と、障害者や貧困対策等、その

他の福祉分野とが複合的にからみあう課題について、各分野の専門家が有機的な連携を

図ることのできる仕組みづくりを、身近な生活圏でできるようにすることが必要です。 

・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、多様な高齢者向け住宅が

提供される環境づくりを行うほか、高齢者が住み続けられるまちづくりを推進していく

ことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

２．介護保険事業の充実と担い手の確保   

・日野市では、今後、後期高齢者の増加、さらに８５歳以上の高齢者が増加することに伴

い、介護需要は引き続き増加するものと見込まれます。 

・多様な介護サービスの提供を進めると同時に、介護の担い手となる人材を引き続き確保

することで、さらに増加すると見込まれる介護需要に対応していくことが必要です。 

・できる限り自立した暮らしが営めるよう、介護予防の充実に努めていくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題の主な抽出理由 
 
・国の社会福祉法、介護保険法の法改正（令和 2年 6月成立）の中で、市町村にて地域住
民の抱える複合的な課題を解決するため、包括的な支援体制の整備が位置づけられたこと 

課題の主な抽出理由 
 
・高齢化の進展による後期高齢者の増加 
・介護保険認定者の増加と、要介護 3 以上の重度の方の増加 
・人材の採用は、前回調査平成 28 年（2016 年）時点と比較してやや改善したものの、
人材不足が継続 

・訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の供給も不足気味 
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３．医療と介護のさらなる連携  

・在宅で住み続けたいと考える人に対して、関係機関との連携を図りながら、医療と介護

が連携を図ることで、更なる在宅療養体制の充実を図ることが必要です。あわせて、市

民への周知も課題となっています。 

・今後は、介護・医療従事者間での情報共有や連携強化を進めるとともに、医療機関同士

等の連携による切れ目のない在宅介護・医療サービス提供の充実が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

４．認知症高齢者と家族を支える仕組みの充実  

・認知症の方が適切な診断・対応を受けることができるよう、かかりつけ医と認知症サポ

ート医及び認知症疾患医療センターとが連携し、早期診断・治療を実現するための周知

啓発や体制の整備が求められています。 

・日野市では、地域における認知症高齢者の見守りや、家族介護者支援の取り組みを積極

的に進めていますが、アンケートの結果をみると施策や制度を知らない方も多いため、

今後より周知を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題の主な抽出理由 
 
・医療機関のアンケート調査では、訪問診療の利用率は、前回調査平成 28 年（2016
年）と比較して、22.4％とやや増加しているが、まだ利用が少ない 
・居宅介護支援事業者と地域包括支援センターのアンケート調査では、医療機関との連携
手法は、ICT を利用した連携の割合が増えているものの、前回調査平成 28 年（2016
年）と比較すると全体的にはその他の連携手法を活用している事業所の割合が低下 

課題の主な抽出理由 
 
・認定者の増や要介護 3 以上の重度の方の増加に伴い、認知症高齢者の増が予測される。 
・アンケート調査結果をみると、認知症施策の周知度は、最も高い「認知症を知る月間」で
も 2 割未満と低い 
・認知症の認定に際しては、「本人が認めず診断を受けることが出来なかった」等の理由か
ら約 33％が認知症の診断を得るまで１年以上の時間を要している 



 ２．日野市の介護保険事業を取り巻く状況 

47 

 

５．高齢者の積極的な参加による支え合いの促進  

・元気な高齢者については、サービスの受け手だけでなく担い手の役割を果たしていくこ

とが必要です。高齢者で地域の担い手として地域活動に参加したい人の割合が、特に前

期高齢者において高いのが特徴です。 

・高齢者が地域活動に参加したいと思ったときに、気軽に参加できるような仕組みづくり

が課題となっています。 

・高齢で就労を希望する方が、希望をかなえることができるような仕組みの充実が必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

６．高齢者が安全で安心して暮らすことができる仕組みの構築  

・令和元年（2019年）１０月の台風 19号や、令和２年（2020年）の新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）の大規模な流行などにより、安全が脅かされるような事態

が生じています。 

・災害に備えて、災害時に支援が必要な人の名簿の整備などを行っていますが、登録が進

んでいないという課題があります。 

・市民だれもが災害などの問題に関心を高め、災害時においてどのような行動を行う方が

良いのかを知ることで、一人ひとりが考え、行動できるようになること、災害や感染症

などを想定して、各種の対策を講じていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題の主な抽出理由 
 
・担い手については、アンケート調査結果をみると、地域活動への参加意向として、「参加
者としての参加意向」が 47.7％、「お世話係としての参加意向」が 24.2％ 

課題の主な抽出理由 
 
・令和元年の台風 19 号や、令和２年の新型コロナウイルス感染症感染拡大により安全が脅
かされていること 
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